
海区漁場計画
（別表）



　区画漁業権（真珠養殖業）

 第１種区画漁業 イ 北緯 33-11-09 1
個別漁業権 東経 131-50-35

ロ 北緯 33-11-06
東経 131-50-41

ハ 北緯 33-10-58
東経 131-50-28

2

ニ 北緯 33-11-03
東経 131-50-23

基点第 755 号

 第１種区画漁業 イ 北緯 33-10-02
個別漁業権 東経 131-49-39

ロ 北緯 33-10-00
東経 131-49-47

ハ 北緯 33-10-05
東経 131-49-49

ニ 北緯 33-10-07
東経 131-49-41

基点第 1000 号

基点第 1157 号

基点第 1228 号

  基点第1228号から基点
第1157号見通し線上250
メートルの点

臼杵市大字佐志生字折立
5184の２番地（しゅんぱ
ち鼻）の標識

臼杵市大三ツ子島頂上

臼杵市大字佐志生字目ノ
浦5250の１番地の標識

区
第
二
千
五
百
九
十
一
号

区
第
二
千
五
百
九
十
一
号

1 月 1 日 か ら
12 月 31 日 ま で

臼杵市大字佐志生
の地先

イ、ロ、ハ、ニ及
びイの各点を順次
に結んだ直線に
よって囲まれた区
域

基点第1000号から臼杵
市はだか島頂上見通し線
上180メートルの点

臼杵市大字佐志
生真 珠 養 殖 業

基点第1000号から臼杵
市はだか島頂上見通し線
上380メートルの点

基点第1228号から基点
第1157号見通し線上450
メートルの点

真 珠 養 殖 業

基点第755号から保戸
島遠見山頂上見通し線上
300メートルの点

基点第755号から193度
420メートルの点

漁場面積1,000
㎡あたり成貝
5,000個以内と
し、つりかご1
吊りにつき、成
貝は50個以内と
する。

基点第755号から220度
320メートルの点

臼杵市大字佐志生字長浜
大谷4751番地の２（一本
松）の標識 （以下同じ。）

区
第
二
千
五
百
九
十
号

区
第
二
千
五
百
九
十
号

1 月 1 日 か ら
12 月 31 日 ま で

臼杵市大字佐志生
の地先

イ、ロ、ハ、ニ及
びイの各点を順次
に結んだ直線に
よって囲まれた区
域

基点第755号から保戸
島遠見山頂上見通し線上
100メートルの点

海上交通の安全
確保のため、養
殖筏等の流出及
び移動を防止
し、並びに設置
場所を表示する
海上標識用灯火
を設置するこ
と。

臼杵市大字佐志
生

令和6年4
月1日から
令和16年3
月31日ま
で（以下
同じ。)

漁
場
計
画
番
号

漁 業 の 種 類
及 び 名 称

個別漁業権
又は

団体漁業権の別
漁 業 時 期 漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

区　域 点 座標（参考値）

漁
場
計
画
番
号

免 許 の 内 容

条　件 関係地区 存続期間
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漁
場
計
画
番
号

漁 業 の 種 類
及 び 名 称

個別漁業権
又は

団体漁業権の別
漁 業 時 期 漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

区　域 点 座標（参考値）

漁
場
計
画
番
号

免 許 の 内 容

条　件 関係地区 存続期間

 第１種区画漁業 イ 北緯 33-08-17
個別漁業権 東経 131-48-51

ロ 北緯 33-08-10
東経 131-49-01

ハ 北緯 33-08-19
東経 131-49-08

ニ 北緯 33-08-26
東経 131-48-58

基点第 1203 号

基点第 1227 号

臼杵市大字大浜と中津浦
との境界

臼杵市大字中津浦1116番
地の４の標識

臼杵市大字大浜
及び大字中津浦真 珠 養 殖 業

基点第1203号から臼杵
市天神ｹ鼻見通し線上700
メートルの点

基点第1227号から臼杵
市観音崎(大字大泊85番
地の8の地先)見通し線上
500メートルの点

 基点第1227号から臼杵
市観音崎(大字大泊85番
地の8の地先)見通し線上
150メートルの点

区
第
二
千
七
百
九
十
号

区
第
二
千
七
百
九
十
号

1 月 1 日 か ら
12 月 31 日 ま で

臼杵市大字大浜及
び大字中津浦の地
先

イ、ロ、ハ、ニ及
びイの各点を順次
に結んだ直線に
よって囲まれた区
域

基点第1203号から臼杵
市天神ｹ鼻見通し線上340
メートルの点
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漁
場
計
画
番
号

漁 業 の 種 類
及 び 名 称

個別漁業権
又は

団体漁業権の別
漁 業 時 期 漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

区　域 点 座標（参考値）

漁
場
計
画
番
号

免 許 の 内 容

条　件 関係地区 存続期間

 第１種区画漁業 基点第 1250 号 北緯 33-07-37
個別漁業権 東経 131-52-31

イ 北緯 33-07-37
東経 131-52-36

ロ 北緯 33-07-42
東経 131-52-39

ハ 北緯 33-07-42
東経 131-52-42

ニ 北緯 33-07-26
東経 131-52-36

基点第 403 号 北緯 33-07-27
東経 131-52-28

基点第 1252 号 北緯 33-07-32
東経 131-52-29

ホ 北緯 33-07-31
東経 131-52-33

ヘ 北緯 33-07-35
東経 131-52-35

基点第 1251 号 北緯 33-07-35
東経 131-52-31

基点第 404 号

基点第 766 号

  基点第1252号から103
度116メートルの点

  基点第1251号から103
度110メートルの点

臼杵市大字深江字柿ノ浦
1092番地の５の標識

臼杵市大字深江字柿ノ浦
（すずれ鼻）の標識

臼杵市大字深江字西平
1430番地の１（久保浦鼻
突端の光石）の標識

基点第1250号から96度
140メートルの点

 基点第404号から桜鼻見
通し線上160メートルの
点

  基点第404号から桜鼻
見通し線上230メートル
の点

  基点第403号から基点
第766号見通し線上230
メートルの点

臼杵市大字深江字柿ノ浦
北防波堤の根基

臼杵市大字深江字柿ノ浦
1090番地の１の標識

区
第
二
千
七
百
九
十
二
号

区
第
二
千
七
百
九
十
二
号

1 月 1 日 か ら
12 月 31 日 ま で

臼杵市大字深江の
地先

基点第 1250 号、
イ、ロ、ハ、ニ、
基点第403号、基
点第1252号、ホ、
へ、基点第1251号
及び基点第1250号
の各点を順次に結
んだ直線によって
囲まれた区域。た
だし、基点第403
号から基点第1252
号に至る間及び基
点第1251号から基
点第1250号に至る
間においては最大
高潮時海岸線とす
る。

臼杵市大字深江字柿ノ浦
1089番地の４の標識

臼杵市大字深江
真 珠 養 殖 業
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漁
場
計
画
番
号

漁 業 の 種 類
及 び 名 称

個別漁業権
又は

団体漁業権の別
漁 業 時 期 漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

区　域 点 座標（参考値）

漁
場
計
画
番
号

免 許 の 内 容

条　件 関係地区 存続期間

 第１種区画漁業 イ 北緯 33-08-53
個別漁業権 東経 131-49-30

ロ 北緯 33-08-51
東経 131-49-29

ハ 北緯 33-08-48
東経 131-49-37

ニ 北緯 33-08-51
東経 131-49-38

基点第 1146 号

基点第 1147 号

 第１種区画漁業 イ 北緯 33-06-20
個別漁業権 東経 131-53-13

ロ 北緯 33-06-20
東経 131-53-25

ハ 北緯 33-06-12
東経 131-53-25

ニ 北緯 33-06-12
東経 131-53-13

基点第 396 号

基点第 500 号

基点第 578 号

  基点第396号から基点
第578号見通し線上400
メートルの点

津久見市大字長目2654番
地（黒島西端）の標識

津久見市大字長目黒島北
端の標識

津久見市大字長目字浦代
221番地長目崎東端の標
識

区
第
二
千
八
百
九
十
号

区
第
二
千
八
百
九
十
号

1 月 1 日 か ら
12 月 31 日 ま で

津久見市大字長目
字伊崎の地先

イ、ロ、ハ、ニ及
びイの各点を順次
に結んだ直線に
よって囲まれた区
域

基点第500号から269度
48分650メートルの点

津久見市大字長
目真 珠 養 殖 業

基点第500号から269度
48分350メートルの点

基点第396号から基点
第578号見通し線上100
メートルの点

区
第
二
千
七
百
九
十
三
号

1 月 1 日 か ら
12 月 31 日 ま で

臼杵市大字中津浦
の地先

イ、ロ、ハ、ニ及
びイの各点を順次
に結んだ直線に
よって囲まれた区
域

　基点第1146号から臼杵
市大字大泊津久見島南端
見通し線上150ﾒｰﾄﾙの点

臼杵市大字大浜
及び大字中津浦

基点第1147号から臼杵
市大字深江すずれ鼻見通
し線上180ﾒｰﾄﾙの点

　基点第1147号から臼杵
市大字深江すずれ鼻見通
し線上380ﾒｰﾄﾙの点

　基点第1146号から臼杵
市大字大泊津久見島南端
見通し線上350ﾒｰﾄﾙの点

臼杵市大字下ノ江1370番
地の４の標識

区
第
二
千
七
百
九
十
三
号

真 珠 養 殖 業

臼杵市大字中津浦２番地
の１の標識
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漁
場
計
画
番
号

漁 業 の 種 類
及 び 名 称

個別漁業権
又は

団体漁業権の別
漁 業 時 期 漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

区　域 点 座標（参考値）

漁
場
計
画
番
号

免 許 の 内 容

条　件 関係地区 存続期間

 第１種区画漁業 イ 北緯 33-04-12
個別漁業権 東経 131-55-13

ロ 北緯 33-04-15
東経 131-55-21

ハ 北緯 33-04-06
東経 131-55-26

ニ 北緯 33-04-05
東経 131-55-19

基点第 385 号

基点第 386 号

 第１種区画漁業 イ 北緯 33-04-05
個別漁業権 東経 131-54-44

ロ 北緯 33-04-10
東経 131-54-48

ハ 北緯 33-04-12
東経 131-54-45

ニ 北緯 33-04-07
東経 131-54-41

基点第 1222 号

 第１種区画漁業 基点第 578 号 北緯 33-06-12
個別漁業権 東経 131-52-50

イ 北緯 33-06-18
東経 131-52-47

ロ 北緯 33-06-15
東経 131-52-38

基点第 1038 号 北緯 33-06-11
東経 131-52-39

真 珠 養 殖 業

基点第578号から336度
200メートルの点

基点第1038号から350
度150メートルの点

津久見市大字長目2707番
地の標識

基点第1222号から10度
250メートルの点

基点第1222号から330
度105メートルの点

津久見市大字日見日代漁
港（日見）外防波堤突端

区
第
二
千
八
百
九
十
七
号

区
第
二
千
八
百
九
十
七
号

1 月 1 日 か ら
12 月 31 日 ま で

津久見市大字長目
字浦代の地先

基点578号、イ、
ロ及び基点1038号
の各点を順次に結
んだ直線と最大高
潮時海岸線とに
よって囲まれた区
域

津久見市大字長目字浦代
221番地長目崎東端の標
識

津久見市大字長
目

津久見市大字網代網代島
えびす神社鳥居の中央

区
第
二
千
八
百
九
十
六
号

区
第
二
千
八
百
九
十
六
号

1 月 1 日 か ら
12 月 31 日 ま で

津久見市大字日見
の地先

イ、ロ、ハ、ニ及
びイの各点を順次
に結んだ直線に
よって囲まれた区
域

基点第1222号から30度
40メートルの点

津久見市大字網
代及び大字日見真 珠 養 殖 業

基点第1222号から30度
230メートルの点

津久見市大字網
代及び大字日見真 珠 養 殖 業

基点第386号から府高
造船所跡北端見通し線上
300メートルの点

基点第385号から底は
え鼻の標識見通し線上
270メートルの点

基点第385号から底は
え鼻の標識見通し線上
100メートルの点

津久見市大字網代琴浦の
標識

区
第
二
千
八
百
九
十
一
号

区
第
二
千
八
百
九
十
一
号

1 月 1 日 か ら
12 月 31 日 ま で

津久見市大字網代
の地先

イ、ロ、ハ、ニ及
びイの各点を順次
に結んだ直線に
よって囲まれた区
域

基点第386号から府高
造船所跡北端見通し線上
１00メートルの点
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漁
場
計
画
番
号

漁 業 の 種 類
及 び 名 称

個別漁業権
又は

団体漁業権の別
漁 業 時 期 漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

区　域 点 座標（参考値）

漁
場
計
画
番
号

免 許 の 内 容

条　件 関係地区 存続期間

 第１種区画漁業 イ 北緯 33-02-00
個別漁業権 東経 131-55-25

ロ 北緯 33-02-00
東経 131-55-30

ハ 北緯 33-02-03
東経 131-55-30

ニ 北緯 33-02-03
東経 131-55-36

ホ 北緯 33-01-50
東経 131-55-36

ヘ 北緯 33-01-50
東経 131-55-25

基点第 180 号

基点第 1036 号

基点第 1204 号

 第１種区画漁業 基点第 351 号 北緯 33-00-53
個別漁業権 東経 131-54-24

イ 北緯 33-00-51
東経 131-54-26

ロ 北緯 33-00-54
東経 131-54-29

基点第 352 号 北緯 33-00-56
東経 131-54-27

佐伯市大字護江
真 珠 養 殖 業

基点第351号から150度
100メートルの点

基点第352号から150度
100メートルの点

佐伯市大字護江風無鼻北
東端

　基点第1204号から基点
第180号見通し線上330
メートルの点

佐伯市鶴見大字大島字水
の子2の1559番地水ノ子
島灯台

佐伯市上浦大字浅海井浦
2602番地１の標識

佐伯市上浦大字浅海井浦
2924番地の標識

区
第
三
千
三
百
九
十
号

区
第
三
千
三
百
九
十
号

1 月 1 日 か ら
12 月 31 日 ま で

佐伯市大字護江字
風無の地先

基 点 第 351 号 、
イ、ロ及び基点第
352号の各点を順
次に結んだ直線と
最大高潮時海岸線
とによって囲まれ
た区域

佐伯市大字護江字風無セ
カチ西端

佐伯市上浦大字
浅海井浦真 珠 養 殖 業

基点第1036号から基点
第180号見通し線上300
メートルの点

ロから真方位0度100
メートルの点

  ハから基点第180号見
通し線上150メートルの
点

　基点第1204号から基点
第180号見通し線上630
メートルの点

区
第
三
千
二
百
九
十
二
号

区
第
三
千
二
百
九
十
二
号

1 月 1 日 か ら
12 月 31 日 ま で

佐伯市上浦大字浅
海井浦の地先

イ、ロ、ハ、ニ、
ホ、ヘ及びイの各
点を順次に結んだ
直線によって囲ま
れた区域

基点第1036号から基点
第180号見通し線上150
メートルの点
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漁
場
計
画
番
号

漁 業 の 種 類
及 び 名 称

個別漁業権
又は

団体漁業権の別
漁 業 時 期 漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

区　域 点 座標（参考値）

漁
場
計
画
番
号

免 許 の 内 容

条　件 関係地区 存続期間

基点第 535 号 北緯 33-00-58
個別漁業権 東経 131-56-11

イ 北緯 33-01-09
東経 131-56-18

基点第 147 号 北緯 33-01-09
東経 131-56-21

基点第 347 号 北緯 33-00-58
東経 131-56-24

ロ 北緯 33-01-05
東経 131-56-16

ハ 北緯 33-01-02
東経 131-56-14

ニ 北緯 33-01-00
東経 131-56-23

ホ 北緯 33-01-03
東経 131-56-22

　基点第347号から基点
第147号見通し線上150
メートルの点

区
第
三
千
五
百
九
十
号

第１種区画漁業 1 月 1 日 か ら
12 月 31 日 ま で

佐伯市大字高松浦
の地先

基点第535号、
イ、基点第147号
及び基点第347号
の各点を順次に結
んだ直線と最大高
潮時海岸線とに
よって囲まれた区
域であって、ロ、
ハ、ニ、ホ及びロ
の各点を順次に結
んだ直線によって
囲まれた区域を除
いた区域

佐伯市大字高松浦字さる
うち1093番地の標識

佐伯市大字高松
浦真 珠 養 殖 業

　基点第535号から27度
400メートルの点

佐伯市大字高松浦村ばえ
頂上

区
第
三
千
五
百
九
十
号

佐伯市大字高松浦字白崎
1104番地の標識

　基点第535号から27度
250メートルの点

　基点第535号から27度
150メートルの点

　基点第347号から基点
第147号見通し線上50
メートルの点
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漁
場
計
画
番
号

漁 業 の 種 類
及 び 名 称

個別漁業権
又は

団体漁業権の別
漁 業 時 期 漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

区　域 点 座標（参考値）

漁
場
計
画
番
号

免 許 の 内 容

条　件 関係地区 存続期間

 第１種区画漁業 基点第 459 号 北緯 32-57-01
個別漁業権 東経 132-00-00

イ 北緯 32-56-59
東経 132-00-02

ロ 北緯 32-57-03
東経 132-00-08

ハ 北緯 32-57-07
東経 132-00-12

ニ 北緯 32-57-08
東経 132-00-10

ホ 北緯 32-57-13
東経 132-00-14

基点第 1253 号 北緯 32-57-14
東経 132-00-12

基点第 460 号

基点第 1042 号

佐伯市鶴見大字羽出浦
127番地の標識

佐伯市鶴見大字中越浦字
高ナギ566番地３の標識

基点第460号から切の
鼻見通し線上100メート
ルの点

基点第1253号から185
度230メートルの点

基点第1253号から195
度200メートルの点

基点第1253号から基点
第1042号見通し線上60
メートルの点

佐伯市鶴見大字羽出浦字
矢石84番地１先の標識

区
第
三
千
九
百
九
十
一
号

区
第
三
千
九
百
九
十
一
号

１ 月 １ 日 か ら
12 月 31 日 ま で

佐伯市鶴見大字羽
出浦の地先

基点第459号、
イ、ロ、ハ、ニ、
ホ及び基点第1253
号の各点を順次に
結んだ直線と最大
高潮時海岸線とに
よって囲まれた区
域

佐伯市鶴見大字羽出浦
161番地（敷場防波堤の
根基）

佐伯市鶴見大字
羽出浦真 珠 養 殖 業

基点第459号からすす
き ば え 見 通 し 線 上 100
メートルの点
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漁
場
計
画
番
号

漁 業 の 種 類
及 び 名 称

個別漁業権
又は

団体漁業権の別
漁 業 時 期 漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

区　域 点 座標（参考値）

漁
場
計
画
番
号

免 許 の 内 容

条　件 関係地区 存続期間

 第１種区画漁業 基点第 1265 号 北緯 32-56-18
個別漁業権 東経 132-01-39

イ 北緯 32-56-30
東経 132-01-34

ロ 北緯 32-56-30
東経 132-01-42

基点第 1042 号 北緯 32-56-21
東経 132-01-46

基点第 1041 号

　基点第1041号から佐伯
市鶴見大字中越浦字宇戸
島頂上見通し線上180
メートルの点と基点第
1042号から佐伯市上浦大
字最勝海浦高平山頂上見
通し線上300メートルの
点とを結んだ直線と基点
第1265号から同市上浦大
字最勝海浦高平山頂上見
通し線の交点

基点第1042号から佐伯
市上浦大字最勝海浦高平
山 頂 上 見 通 し 線 上 300
メートルの点

佐伯市鶴見大字中越浦字
高ナギ566番地３の標識

佐伯市鶴見大字中越浦字
高ナギ528番地10の標識

区
第
三
千
九
百
九
十
二
号

区
第
三
千
九
百
九
十
二
号

１ 月 １ 日 か ら
12 月 31 日 ま で

佐伯市鶴見大字中
越浦の地先

基点第1265号、
イ、ロ及び基点第
1042号の各点を順
次に結んだ直線と
最大高潮時海岸線
とによって囲まれ
た区域

佐伯市鶴見大字中越浦字
高ナギ558番地３の標識

佐伯市鶴見大字
中越浦真 珠 養 殖 業
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漁
場
計
画
番
号

漁 業 の 種 類
及 び 名 称

個別漁業権
又は

団体漁業権の別
漁 業 時 期 漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

区　域 点 座標（参考値）

漁
場
計
画
番
号

免 許 の 内 容

条　件 関係地区 存続期間

 第１種区画漁業 イ 北緯 32-56-46
個別漁業権 東経 131-59-53

ロ 北緯 32-56-49
東経 131-59-55

ハ 北緯 32-56-47
東経 131-59-58

ニ 北緯 32-56-45
東経 131-59-55

基点第 460 号

基点第 1247 号

基点第 1248 号

 第１種区画漁業 イ 北緯 32-56-20
個別漁業権 東経 131-59-57

ロ 北緯 32-56-19
東経 132-00-00

ハ 北緯 32-56-13
東経 131-59-54

ニ 北緯 32-56-15
東経 131-59-52

基点第 1303 号

( 新 規 )
　基点第1303号から95度
163メートルの点

　基点第1303号から173
度177メートルの点

　基点第1303号から196
度124メートルの点

佐伯市鶴見大字羽出浦西
ノ浦防波堤突端の標識

佐伯市鶴見大字羽出浦字
小倉300番地の標識

佐伯市鶴見大字羽出浦字
岡見352番地13と同番地
14との境界先の標識

区
第
三
千
九
百
九
十
四
号

区
第
三
千
九
百
九
十
四
号

１ 月 １ 日 か ら
12 月 31 日 ま で

佐伯市鶴見大字羽
出浦の地先

イ、ロ、ハ、ニ及
びイの各点を順次
に結んだ直線に
よって囲まれた区
域

　基点第1303号から71度
108メートルの点

佐伯市鶴見大字
羽出浦真 珠 養 殖 業

佐伯市鶴見大字
羽出浦真 珠 養 殖 業

　基点第1247号から基点
第460号見通し線上140
メートルの点

　基点第1248号から佐伯
市鶴見大字大島髙手島頂
上見通し線上140メート
ルの点

　基点第1248号から佐伯
市鶴見大字大島髙手島頂
上見通し線上40メートル
の点

佐伯市鶴見大字羽出浦
127番地の標識

区
第
三
千
九
百
九
十
三
号

区
第
三
千
九
百
九
十
三
号

１ 月 １ 日 か ら
12 月 31 日 ま で

佐伯市鶴見大字羽
出浦の地先

イ、ロ、ハ、ニ及
びイの各点を順次
に結んだ直線に
よって囲まれた区
域

基点第1247号から基点
第 460 号 見 通 し 線 上 40
メートルの点
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